
非核三原則の法制化を求める意見書 

 

広島・長崎の被爆から64年を過ぎ、その体験者である被爆者の方々の多くが高齢

者になった。 

しかし被爆者の方々は、人類がつくり出した最も残忍な兵器、核兵器による地獄

を体験させられ、あの地獄から生き残った者の使命として、国の内外で被爆体験を

語り、核兵器による犠牲者が二度と生まれないことを強く願って、運動を続けてき

た。 

今その願いに、一筋の光が見えてきた。核兵器を実戦で使用した唯一の国である

アメリカのオバマ大統領が、核兵器のない世界を追求していくことを明言したので

ある。 

この今こそ、日本は、核兵器を落とされた唯一の国として、核兵器の廃絶に向け

て主導的役割を果たすべきだと考える。そのためには「非核三原則」の法制化が必

要である。 

よって、本市議会は、政府に対し、「非核三原則」の法制化を求めるものであ

る。 

 

上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 
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